
交 対 協 第 2 9 号 

令 和 ７ 年 1 0 月 1 7 日 

 

 静岡県交通安全対策協議会 

 各実施機関・団体の長 

 

静岡県交通安全対策協議会会長 

静岡県知事   鈴  木  康  友 

 

自転車重大事故発生に伴う注意喚起について 

 

日頃から、県の交通安全施策への御理解・御協力をいただき、ありがとうご

ざいます。 

さて、令和７年 10 月２日及び 17 日に自転車にて登校中の高校生が死傷する

重大事故が立て続けに発生しました。 

つきましては、県が作成した交通安全トラの巻を添付しますので御活用いた

だき、事業所の皆様におかれましても、自転車利用時はもちろんのこと、自動

車を運転する際も、交差点での一時停止や十分な安全確認に御配慮くださるよ

うお願い申し上げます。 

 

  

↓ 自転車の交通安全啓発の各種チラシ等を掲載していますので御活用ください。 

○ しずおか交通安心ネット（県ホームページ） 

https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/bosaikotsh/kotsuanzennet/index.html 

 

 

 

 

担 当：静岡県くらし・環境部県民生活局 

くらし交通安全課交通安全班 加藤 

電 話：054－221－2549 

ＦＡＸ：054－221－5516 

E-mail：kurashi-kotsu@pref.shizuoka.lg.jp 

mailto:kurashi-kotsu@pref.shizuoka.lg.jp


自転車乗車中高校生の

重大事故立て続けに発生!!

～自転車運転者のみなさん～

～自動車運転者のみなさん～

✅ 交差点等の一時停止場所では必ず停止し、左右の

安全確認を徹底しましょう。

✅ 大切な命を守るため、自転車乗車時はヘルメットを

着用しましょう。

✅ 登下校時間帯は、自転車を利用する学生の姿が

多く見られます。特に生活道路では速度を落とし、

危険を予測して走行しましょう。




